
公有地の拡大の推進に関する法律第２章に係る西宮市事務処理要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号。以下「法」

という。）第２章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めるものとする。 

 （法第４条第１項第３号等の指定） 

第２条 市長は、法第４条第１項第３号又は公有地の拡大の推進に関する法律施行令（昭和

４７年政令第２８４号。）第２条第１項第１号の指定をしようとするときは、それぞれ土地

区画整理事業の施行者若しくは施行者となるべき者又は西宮市教育委員会に協議するもの

とする。 

２ 市長は、前項の指定をしたときは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則（昭和  

４７年建設省令、自治省令第１号。以下「規則」という。）第２条又は第３条の定めるとこ

ろにより、公告するものとする。 

 （用地取得計画の作成等） 

第３条 西宮市以外の地方公共団体等（法第２条第２号の地方公共団体等をいう。以下同じ。）

は、法第４条第１項第６号に規定する届出に係る土地について、法第９条第１項各号に規

定する事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供するため法第６条第１項の手続きによ

る買取りを希望するときは、用地取得計画（様式第１号）を作成し、市長に提出するもの

とする。 

２ 前項の規定は、用地取得計画の変更について準用する。 

 （市の用地取得計画の作成） 

第４条 市長は、市の用地取得計画を前条の規定に準じて作成しておくものとする。 

 （届出書等の用紙の備付） 

第５条 市長は、規則第１条第２項の土地有償譲渡届出書及び規則第５条第１項の土地買取

希望申出書（以下「届出書等」という。）の用紙を常時備え付けておくものとする。 

 （届出書等に添付すべき図面） 

第６条 規則第１条第３項及び規則第５条第２項の規定により添付すべき図面は、次に掲げ

るものとする。 

⑴ おおむね２５，０００分の１の位置図 

⑵ おおむね１，５００分の１の見取り図 

⑶ 公図又は地積測量図の写し 

 



（受理の確認及び登録） 

第７条 市長は、届出等（法第６条第１項に規定する届出等をいう。以下同じ。）があったと

きは、当該届出等に係る届出書等に受理年月日を明示した受理印を押し、その写しを当該

届出等をした者に交付するとともに、公有地先買関係文書処理台帳（様式第２号）に所要

の事項を記入するものとする。ただし、当該届出等が、国土利用計画法（昭和４９年法律

第９２号。以下「国土法」という。）第２７条の４第１項又は第２７条の７第１項の規定に

基づく届出で、法第４条第３項の規定により法に基づく届出とみなされるもの（以下「国

土法の届出」という。）であるときの当該届出等の写しの交付及び文書処理台帳の登録につ

いては、国土法の手続きによって行うものとする。 

 （買取り希望の照会） 

第８条 市長は、届出等を受理したときは、速やかにその内容を関係する地方公共団体等に

照会するものとする。この場合において、兵庫県西宮土木事務所には様式第３号により、

その他の地方公共団体等には様式第４号により照会するものとする。 

２ 前項の照会は、用地取得計画に照らし、届出等に係る土地の買取りを希望しないことが

明らかであると認められる地方公共団体等に対しては、これを要しないものとする。 

３ 第１項の照会は、届出等に係る土地の譲渡が次の各号のいずれかに該当する場合におい

て、地方公共団体等が当該届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると

認められるときは、同項の照会を行わないことができる。 

 ⑴ 譲渡後も当該土地に存する建物等を利用し、譲渡前と同種の業務を継続して行うこと

を前提とした譲渡 

⑵ 譲渡担保又は代物弁済予約 

⑶ 現物出資 

⑷ 親会社と子会社相互間の譲渡 

 （届出等に係る土地の買取り希望の有無についての回答） 

第９条 地方公共団体等は、前条の照会があったときは、速やかに当該届出等に係る土地に

ついての買取り希望の有無を様式第５号の回答書により市長に回答するものとする。 

 （買取りの協議を行う地方公共団体等の決定） 

第１０条 市長は、前条に基づき、地方公共団体等から土地買取り希望の回答があったとき

は、法第６条第１項に規定する買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出

等した者及び当該地方公共団体等に、当該届出等があった日から起算して３週間以内に通

知書（様式第６号、様式第７号）により通知するものとする。



２ 市長は、前条に基づき、地方公共団体等から土地の買取りを希望しないことが明らかに

なったときは、速やかに通知書（様式第８号）により当該届出等をした者に通知するもの

とする。この場合において、当該届出が国土法の届出であるときは、国土法第２７条の４

第３項又は第２７条の７第１項の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを

付記するものとする。 

３ 前項の通知は、法第４条第１項第６号に規定する届出については、届出があった日から

起算して１週間以内に行うよう努めるものとする。 

 （届出書等の保管） 

第１１条 市長は、届出書等及びこれらに添付された図面を少なくとも法第８条に規定する

期間の経過した日の翌日から起算して５年を経過する日まで保管するものとする。 

 （買取りの協議） 

第１２条 第１０条第１項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当

該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。この場合において、国土法第

２７条の４第３項又は第２７条の７第１項に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同

条に基づく譲渡の制限が解除されるものではないことを明示するものとする。 

 （買取りの協議の結果報告） 

第１３条 地方公共団体等は、届出等に係る土地の買取りの協議が成立したとき又は成立し

ないことが明らかになったときは、遅延なくその旨を報告書（様式第９号）により市長に

報告するものとする。 

 （先買いに係る土地の管理） 

第１４条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取ったときは、用地台帳（様式   

第１０号）を作成し、法第９条第２項に定めるところにより管理するものとする。 

 （買取りの証明書の発行） 

第１５条 地方公共団体等が、届出等に係る土地を法第６条第１項に規定する協議に基づい

て買い取ったときは、当該地方公共団体等の長は、当該土地を売り渡した者に対して租税

特別措置法施行規則（昭和３２年大蔵省令第１５号）の定める証明書（様式第１１号）を

発行するものとする。 

 

 

附 則  

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 



様式第１号（第３条関係） 

用 地 取 得 計 画 
  年  月  日  

地 方 公 共 団 体 等 名 
 

用   途 
買取りを希望する 
土地の所在地域 

買取りを希望する 
土地の面積 

事業施行（予定）者 事業施行（予定）年度 備   考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 



様式第２号（第７条関係）

　　公有地先買関係文書処理台帳

受理年月日 届出等をした者の氏名 届出事由

届出・申出の別 届出等に係る土地の所在
該当する都市計画
施設等の名称

買取主体等 結果

1 ㎡

円

2 ㎡

円

3 ㎡

円

4 ㎡

円

5 ㎡

円

6 ㎡

円

7 ㎡

円

8 ㎡

円

9 ㎡

円

10 ㎡

円

受付番号
買取面積等

地積（㎡） 譲渡予定価格（円）

買取り協議の内容
県の

買取希望
市の

買取希望



様式第３号（第８条関係） 

                              西宮市受付第   号 

                                 年  月  日 

                             （   年） 

 

 兵庫県西宮土木事務所長 様 

 

                          西 宮 市 長     

                                

 

      公有地拡大推進法に基づく届出に係る土地の買取り希望について（照会） 

 

 公有地の拡大の推進に関する法律第４条第１項（第５条第１項）の規定に基づき、「土地

有償譲渡届出書」（土地買取希望申出書）の提出がありましたので、別添のとおり写しを送

付します。 

なお、買取り希望の有無をご検討のうえ、速やかにその結果について回答下さるようお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 



様式第４号（第８条関係） 

西宮市受付第   号 

                                 年  月  日 

（    年） 

  

       様 

 

                               西 宮 市 長  

                                 

 

公有地拡大推進法に基づく届出に係る土地の買取り希望について（照会） 

 

 公有地の拡大の推進に関する法律第４条第１項（第５条第１項）の規定に基づき、届出

（申出）がありましたので下記のとおり通知します。 

つきましては、買取り希望の有無をご検討のうえ、別紙により速やかに回答下さるよう 

お願いいたします。 

  

記 

 

届出等をした者の氏名  

届出等に係る土地の所在  

都市計画区域の区分 市街化区域・市街化調整区域・その他の区域 

用  途  地  域 １低層、２低層、１中高、２中高、１住居、２住居、 

準住居、近商、商業、準工、工業、工専 

そ の 他 参 考 事 項  

 



様式第５号（第９条関係） 

                              第        号 

                                 年  月  日 

 

 （あて先）西宮市長  

                                         

                     （担当者：     ℡       ） 

 

公拡法に基づく届出（申出）に係る土地の買取り協議について（回答） 

 

     年  月  日付けをもって照会のありましたみだしの件について、下記のとおり

回答致します。 

 

記 

 

買取り希望の有無   有  ・  無 

西宮市受付番号 年度 第    号 

届出等をした者の氏名  

届出等に係る土地の所在  

届出等に係る土地の面積  

買取りの目的  

 備考 買取り希望は、該当するものに○印をつけること。 



 様式第６号（第１０条関係） 

通       知       書  

 

公有地の拡大の推進に関する法律（第４条第１項・第５条第１項）の規定に基づき 

（届出・申出）のあった下記の土地について、同法第６条の規定に基づき買取りの協

議を行うことを通知します。 

 

  年   月   日  

 

 様  

 

 

                  西宮市長   

 

 

記  

 

登録番号        第   号  

 

（届出・申出）に係る土地の所在及び地番                   

  

 

（届出・申出）に係る土地の面積                     

                   

買取り協議を行う地方公共団体等 

                           

買取りの目的 

 



 様式第７号（第１０条関係） 

通       知       書  

 

公有地の拡大の推進に関する法律（第４条第１項・第５条第１項）の規定に基づき 

（届出・申出）のあった下記の土地について、あなたを同法第６条第１項の買取り協

議を行う地方公共団体等として定めたので通知します。 

 

  年   月   日  

 

 様  

 

                  西宮市長   

 

 

記  

 

 

登録番号      第    号  

 

届出（申出）に係る土地の所在及び地番 

                    

 

届出（申出）に係る土地の面積              

 

                   

届出（申出）に係る土地の所有者の氏名及び住所 

                       

 

買取りの目的 

               



様式第８号（第１０条関係） 

通       知       書  

 

公有地の拡大の推進に関する法律（第４条第１項・第５条第１項）の規定に基づき 

（届出・申出）のあった土地について、土地の買取を希望する地方公共団体等がない 

ので通知します。 

 

  年   月   日  

 

 様  

 

 

                  西宮市長   

 

 

記  

 

登録番号      第    号  

 

届出（申出）に係る土地の所在及び地番 

 

届出（申出）に係る土地の面積               

                   

 

 

 

 

 



 様式第９号（第１３条関係） 

土 地 買 取 協 議 結 果 報 告 書  

 

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の買取り協議の結果を下記のと

おり報告します。 

 

  年   月   日  

 

（あて先）西宮市長  

                         

               報告者名          

 

記  

 

土地買取協議結果       成立（   年  月  日）    不成立 

 

登録番号                          第     号  

届出（申出）をした者の氏名                   

届出（申出）に係る土地の所在及び地番                   

届出（申出）に係る土地の面積                     ㎡  

買取りの目的 

             

（協議成立の場合） 

 買取り面積                              ㎡  

 買取り価格                              円  

 

（協議不成立の場合） 

 不成立の理由 



様式第１０号（第１４条関係） 

用 地 台 帳 
（１） 法第４条第１項の届出に係るもの 

所 在 地 番 地 積 地 目 
買取りの目的 
土地の面積 

買取りの年月日 
土地の買取り 
価    格 

建物その他の 
工作物の補償費 

譲渡人の氏名及び住所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
（２）法第５条第１項の申出に係るもの 

所 在 地 番 地 積 地 目 
買取りの目的 
土地の面積 

買取りの年月日 
土地の買取り 
価    格 

建物その他の 
工作物の補償費 

譲渡人の氏名及び住所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 



様式第１１号（第１５条関係） 
 

公有地の拡大の推進に関する法律第６条 
第１項の協議に基づく買取り証明書 

 

住 所 （居 所） 
又は所在地 

 

譲渡 
者等 氏  名  又  は 

名          称 
法人 
個人 

資産の所在地 資産の種類 数量 買取り等

の区分 
買取り等の年月日 買取り等の価額 

 
 

      千  円 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

（摘 要） 
事業名 

所在地  

当該土地等の 
買取りをする者 

名称及び長名 印 

 


